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１. 保健医療計画の概要等

医療計画とは
医療法第30条の４第１項の規定により策定する法定計画であり、県民が身近なところで、質の高い医療を安心
して受けられるよう、県の保健医療システムのめざすべき目標と基本的方向を明らかにするもの

記載内容及び計画期間
・ 「各種基準病床数」、「事業別、疾病別の医療体制の整備」、「地域包括ケアシステムの推進」、「医療従事

者の確保・養成」等について、現状・課題・施策の三つの視点で記載
・ 現在の第７次保健医療計画の計画期間は、平成３０年度～令和５年度までの６カ年

留意が必要な事項について
令和４年度末に国から新たな作成指針等が示される予定であるが、
・ 医療法改正に伴う新興感染症等の医療提供体制確保の事業化
・ 医師の働き方改革の全面施行（令和６年度）
を見据え、検討体制を整理し、令和４年度から検討を進めていく必要がある。

R4.7.20
神奈川県保健医療
計画推進会議 資料１



保健医療計画 保健医療圏

地域医療構想（第３部）

医師確保計画（第２部第５章）

令和５年度中に改定作業が予定されているもの

５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、
精神疾患）

６事業（救急、災害医療、周産期、小児、新興感染症等）
※本県の場合、へき地なし、精神科救急を特出しで章立て

在宅医療
※本県の場合、「地域包括ケアシステムの構築」として構成

医療安全確保

医療提供施設の整備目標
※地域医療支援病院＋その他

その他疾病等
障がい保健、結核・感染症、臓器移植、難病対策、アレルギー疾患、高齢化に伴い増加する
疾病、歯科保健、血液の確保・適正使用、医薬品の適正使用、医療に関する情報化、その
他特に必要と認められる医療等

未病対策等の推進（７次計画から新たに位置付け）

外来医療計画（第２部第５章）

【新】循環器病対策推進計画(R4～)
基準病床数

※上記３計画等は策定に当たって、別途ガイドラインが定められている

第8次計画から位置づけ

R4.7.20
神奈川県保健医療
計画推進会議 資料１１. 保健医療計画の概要等（第７次保健医療計画）
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神奈川県在宅医療対策推進協議会・県地域包括ケア会議
・在宅医療の推進・医療・介護連携の推進 等
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２. 検討体制
○ 第７次計画策定経緯を踏まえ、疾病・事業ごとの既存会議体を活用して検討・議論し、神奈川県保健医療計画推進会議
で全体の取りまとめ（議論）を行うことを基本とする。
○ 新興感染症等への対応に関し、感染症対策（予防計画）に関する検討の場と密に連携する観点から、双方の検討の場の
構成員が合同で議論を行う機会を設けることとしてはどうか。

県
知
事

神奈川県保健医療計画推進会議

神奈川県医療対策協議会（地域医療対策協議会）
神奈川県看護職員の確保及び資質向上推進委員会

医師確保計画の策定等

○医療計画の作成方針・骨子（新興感染症等への対応を含む５疾病６事業・在宅医療等）
○医師確保計画、外来医療計画、地域医療構想 等
※具体的には以下について検討する
・医療計画の総論（医療圏、基準病床数等）について検討
・各検討の場、WGの検討を踏まえ、５疾病６事業・在宅医療等について総合的に検討
・各WGの検討を踏まえ、地域医療構想、医師確保計画、外来医療計画について総合的に検討

〇計画案の取りまとめ
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神奈川県医療審議会

検討

報告

循環器病対策推進協議会

【５疾病】

がん対策推進審議会

糖尿病医療連携検討部会

精神保健福祉審議会

【関連計画】

循環器病対策推進計画

がん対策推進計画

救急医療問題調査会（救急医療）

災害医療対策会議（災害医療）

周産期医療対策協議会（周産期医療）

精神保健福祉審議会（精神科救急）

小児医療協議会（仮称）（小児医療）

検討指示
報告

検討依頼
報告

感染症対策協議会（新興感染症対策） 予防計画
・行動計画

地域医療構想調整会議
・地域医療構想の推進 ・外来医療に係る議論

【６事業】

諮問
答申

【在宅医療】

医師確保等

R4.7.20
神奈川県保健医療
計画推進会議 資料１



5

３. 策定にあたっての進め方について

① 第７次保健医療計画（医師確保計画）を振り返り、PDCAの観点から見直しを行う。
② 令和６年度以降は３年ごとの見直しを行う。

出典：第35回 医師需給分科会 参考資料３医師確保計画等を通じた医師偏在対策より抜粋

（参考）＜前回医師確保計画策定ガイドライン（H31.3.29）＞
1. 医師の確保の方針（医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを踏まえ、二次医療圏ごとの医師確保の方針を策定）
2. 確保すべき医師の数の目標（目標医師数）（３年間の計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指標
を踏まえて算出する。）

3. 目標医師数を設定するための施策（医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成するための具体的な施策を策定）

③ 次期医師確保計画策定ガイドライン（R5年1～3月予定）に基づき、策定する。

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

・第７次計画の振り返り
・課題の整理
・骨子（案）の整理
・骨子（案）、素案の作成

・骨子、素案を各会議体
で検討
・計画（案）の最終調整

現行計画 次期計画

〇 検討体制等を踏まえ、以下のとおりとしてよいか。
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４．検討スケジュール（Ｒ４年度）

４～６ ７～９ 10～12 １～３

①
現状
把握

②
圏域
設定

③
連携
検討

④
課題
抽出

⑤
数値
目標

⑥ 施策

⑦ 評価

⑧ 公表

①～④今後の進め方検討
→改定に向けた基本的な考え方整理
→基本的な考え方の庁内共有
→データ分析等開始

②③④6事業・５疾病ごとの協議会で検討開始

並行して、課内検討

④⑤ロジックモデル、関係課検討

⑥Ｒ5基金事業検討・団体調整 ⑥Ｒ５基金事業予算調整

⑥‘R６～事業検討・団体ヒアリング

⑧
公表

第
２
回
推
進
会
議

第
３
回
推
進
会
議

⑦進捗評価
の実施

第
１
回
推
進
会
議

⑧2月議会常任
→8次計画見直しについて報告

R4.7.20
神奈川県保健医療
計画推進会議 資料１

資質向上

推進委員会
①

資質向上
推進委員会②

医療対策
協議会①

医療対策
協議会②

医療対策
協議会③
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４～６ ７～９ 10～12 １～３

①
現状
把握

②
圏域
設定

③
連携
検討

④
課題
抽出

⑤
数値
目標

⑥ 施策

⑦ 評価

⑧ 公表

①～⑥骨子、素案検討
各会議体で検討・議論

①～⑧計画（案）最終調整
パブコメ

⑥Ｒ5基金事業検討・団体調整 ⑥Ｒ５基金事業予算調整

⑥‘R６～事業検討・団体ヒアリング

第
２
回
推
進
会
議

第
３
回
推
進
会
議

第
１
回
推
進
会
議

⑧６月議会常任
→8次計画見直しについて報告

⑧２月議会常任
→8次計画見直しについて報告

⑧11月議会常任
→8次計画見直しについて報告

R4.7.20
神奈川県保健医療
計画推進会議 資料１

資質向上

推進委員会
①

資質向上

推進委員会
③

医療対策
協議会①

医療対策
協議会②

医療対策
協議会③

資質向上

推進委員会
③

４．検討スケジュール（Ｒ５年度）
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（参考）医師確保計画の施行に向けた検討スケジュール（厚生労働省）

出典：第８次医療計画検討会 資料
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（参考）医療提供体制改革のスケジュール（厚生労働省）

出典：第８次医療計画検討会 資料
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（参考）医師の働き方改革に係る医師偏在対策について

出典：R3 医療政策研修会資料より抜粋
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説明は以上です。


